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研究成果の概要（和文）：本研究は、社会福祉における障害児支援を素材に、支援のよりどころとなる妥当で有
効な｢現場の理念｣のありかたを理論的･実践的に検討しようとしたものである。そして、実践的には、現場の援
助者に対する質的調査の結果として、現場で重視されているのは、支援の様態や人間の本質などに関する一般的
な見方ではなく、支援に係わる私たちのありようについての自身の考え方・感じ方であることが確認された。ま
た、理論的には、伝統的支援原理は、私たちのあるべき姿を問い直す理念として、その系譜や展開が、現場の援
助者の支援にかかわる考え方・感じ方のplausibleなヴァリエーションを捉える枠組みとなりうることが示唆さ
れた。

研究成果の概要（英文）：This research provides theoretical and practical exploration on the “
principal of the field,” which the welfare works have been grounded upon, by examining the results 
of the qualitative studies on the practice toward children with handicaps.  Discussion on the 
practice points out how “we” as the subject of practice are perceived or recognized (by ourselves 
as well as others) seemed to be the focus of attention rather than other issues such as the essence 
of the humanity or the practice.  Theoretically on the other hand, it is indicated that orthodox 
theories and principles as a means of self-reference provide frames for the plausible variations on 
conceptualizing the practices.

研究分野： 社会哲学
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  ４版



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 
 社会福祉とは、文字通りに言えば「私たち
がともにあることで実現される善きありよ
う(well-being)」もしくは「私たちがともに
あることで善きありようを実現すること
(welfare)」を意味し、さまざまな｢現場｣で、
そのための｢支援｣が展開されている｡ 
これまでしばしば援助職の支援原理と目

されてきたのは、たとえば｢自己決定｣｢人間
の尊厳｣｢隣人愛｣といった｢理念｣である。 
 しかし、社会福祉の領域では、現場での支
援が理念にどのようにもとづくべきかにつ
いて理論的にも実践的にも十分な検討がな
されていない｡現場は矛盾や葛藤にみちたと
ころであり(尾崎新編著『｢現場｣のちから』
2002 年）、理念はしばしば有効性に欠けるた
んなるお題目にすぎないとみなされている。 
他方、哲学･倫理学の領域では、近年、自

己決定､人間の尊厳､隣人愛といった理念に
ついて､生命倫理の諸問題などを中心に、そ
の妥当性が問いなおされている。 
研究代表者や研究分担者もまた､私たちが

｢ともにあること｣と私たちの｢善きありよ
う｣との連関をふまえつつ、こうした理念の
系譜や展開を批判的に再検討してきた(小柳
正弘『自己決定の倫理と｢私‐たち｣の自由』
2009 年､小松美彦『生権力の歴史―脳死･尊
厳死･人間の尊厳をめぐって』2012 年､土井
健司『救貧思想とフィランスロピア』2016 年
等)。 
 理念の妥当性はさまざまに評価できるが､
現場は､善かれ悪しかれ、そうした評価の決
着がせまられるところである。 
そこで本研究では、理念の妥当性を障害児

支援の現場での有効性と照らし合わせて、具
体的に検討してみることとした。障害児支援
の現場を検討の素材としたのは、障害児は支
援を必須としながら支援原理の単純な適用
が困難な対象/主体であり、その支援にあた
っては理念の妥当性と有効性がすぐれてき
びしく問いなおされるからである。 
 そのような背景を踏まえ、本研究は、支援
の理念を模索する現場の援助者と理念の再
構築をめざす倫理学研究者の協働で、援助者
の支援に係る認識･信念を探索しつつ、再検
討した伝統的支援原理ともそれと照らし合
わせて、倫理的に妥当で現場で有効な理念の
探索・構築を目指そうとした。 

 

２．研究の目的 
 
本研究は社会福祉における障害児支援を

素材に、支援のよりどころとなる妥当で有効
な｢現場の理念｣のありかたを理論的･実践的
に検討しようとしたものである。 
 
３．研究の方法 
 
 本研究は、倫理学と現場の循環的交流を研

究方法論上の枠組みとするものであり、その
結果、アプローチのありかたそのものを繰り
返し見直すことになった。 
 理論的な検討については、当初、伝統的な
支援原理の典型ともいえる｢自己決定｣｢人間
の尊厳｣｢隣人愛｣といった理念を、現場の援
助者にもわかりやすいシンプルな支援原理
として再構築し、そのうえで有効性の評価を
現場から受ける想定であった。しかし、その
ような再構築が現場の十分な理解が得られ
るところまでには進展しなかった。そのため、
伝統的な理念についての理論的検討は、研究
代表者・分担者の研究上の蓄積の整理・展開
を、援助者に対するワークシート調査やその
後の聞き取り調査の枠組みに反映させる形
で、実践的な検討とのすりあわせをはかり、
さらに、援助者の支援にかかわる考え方・感
じ方の分析にあたって参照することとした。 
 実践的検討としては、療育や特別支援教育
の現場との実践上の協力や意見交換を繰り
返しつつ、「支援」についての現場の考え方・
感じ方を探る質的調査をワークシート調査
とそれを補足する聞き取りというかたちで
行った。 
ワークシート調査は、現場と倫理学が折り

合う地点としての「現場の理念」の素型をあ
ぶりだすことをめざしたものであり、2015 年
度から 2016 年度にかけて、以下の調査を、
職場別で見れば 6 箇所、対象者としては 10
人に対して行った。 
 この調査では、現場の援助者が障害児に対
する支援において「私」や「私たち」として、
どのようなことを「行いたい」「行いうる」「行
うべき」と考え感じているかを「現在」と「将
来」に関して「主観的」/「客観的に」ふり
かえって記述してもらった。それによって、
障害のある子どもにかかわるひとが｢支援｣
をどのようにとらえているかを探索するこ
とができると考えた。 
 支援に関わる主体や様態、それに時制や当
為（理念）、願望などを組み込んで調査票を
デザインした理由は、支援という行為を以下
のように考えることができるからである。 
 すなわち社会福祉における｢支援｣とは、
「｢ひと」と「ひと」が「ともに」ある(social
である)こと」を前提に、「誰か」の｢よきあ
りよう(well-being)｣を｢支える」「誰か」の
｢よきいとなみ(welfare)｣である。したがっ
て、支援のかたちは、たとえば以下のような
要素に応じてさまざまなものとなる。 
①「ひと」と「ひと」はどのように「ともに」
あると考えるのか。 
②支えるひとと支えられるひとは「いま・こ
こで」どのように「ともに」あるのか。 
③支えるひとと支えられるひとは「いま・こ
こで」どのように「ともに」あると考えるの
か。 
④誰を支えるのか。 
⑤どのようなありようを支えるのか。 
⑥よきありようをどのように考えるのか。 



⑦誰が支えるのか。 
⑧どのように支えるのか。 
⑨よきいとなみをどのように考えるのか。 
 これらの要素のなかには、現場の援助者に
はいわば制約条件のように与えられている
ものもあるが、現場の援助者が選択･変更可
能なものもある（現場によって選択･変更の
幅はさまざまであるにせよ)。すなわち、現
場の援助者は、多少なりとも、どのように支
援するかを考えることができる。そして、現
場の援助者には、さまざまに「支援できるこ
と」があり、考えられることのなかには、「支
援したいこと」や「支援すべきこと」も含ま
れているであろう。 
ワークシート調査は、現場におけるそのよ

うな妥当性／有効性のひろがり・幅をあきら
かにして、妥当／有効と考えられそうな（＝
plausible な）支援についての考え方あるい
は感じ方を、「現場の理念」の素型として浮
かび上がらせることを目指したものであっ
た。 
 そのため、このワークシートの回答の仕方
として、願望や当為も含めた支援の考え方・
感じ方の回答には「正解」がないこと、さら
に、「支援」という概念はむろんのこと関連
する概念の解釈もさまざまであることを前
提に、概念の解釈や理解は回答者自身に任さ
れていることを断り書きとした。 
そしてワークシートでは、以下の様態（モ

ード）に腑分けして回答を求めた（こうした
腑分けは、基本的は、研究代表者が「自己決
定」という理念の系譜と展開を整理する際に
もちいた枠組みを反映したものである）。 
 

 障害のある子どもとの関係において､自分
（X）や自分たち（Y）は、何をどのように、 
（A）できるのか／（B）行うべきなのか／（C）
行いたいのか、ということを、（P）いまと（Q）
将来、（R）少し客観的にみた場合と（S）主
観的に考えていること･感じていること、 
にわけて整理してみてください。 
 （X）と（Y）／（A）と（B）と（C）／（P）
と（Q）／（R）と（S）は、現実には、また
理念としても、渾然一体となっているかもし
れませんが、あえて腑分けしてみればという
ことで、ふりかえってみてください。 
  
ワークシート調査は、研究代表者や分担者

が繰り返し現場に足を運び、現場との研究会
等で支援に関する議論を行い、支援にかかわ
る催しを共同で開催する、といった循環的交
流をとおして、回答の協力を求めたものであ
る。研究協力の依頼は、特別支援教育・社会
福祉関連の催しや学校や事業所へのメール
や郵便を通して 100 件以上行ったが、調査が
後述するようなインサイダー・パースペクテ
ィヴに係るものであることもあって、回答に
係る補足説明なども踏まえて回収された調
査票は 10 件であった。この調査票を聞き取
りによって補足しながら、そこで得られた回

答を質的調査法のデータとして解釈するこ
とにした。 
 このような方法をとったのは、本研究が以
下のような質的調査法に関する社会学的認
識の近年の深化をふまえるものだからであ
る。 
量的調査が社会統計学に基づいた平均的

人間像を追求するのと対照的に質的調査は、
重層化された社会的・歴史的意味の文脈に置
かれている人間存在を、人々の語り＝ナラテ
ィヴの観点から、その個別性に焦点を当てて、
当該事例の文脈依存的な特徴を明らかにし
ようとする。 
ここで前提となっているのは、人間が孤立

して生まれてくるわけではなく、家族や地域
社会という具体的な人間関係の中に生まれ
ると同時に、私たちの生まれる前に生きてき
た人々によって築かれた歴史や意味（言語）
を受け継いで生きていく存在（ハイデッガー
的に言えば「世界内存在」）であるというこ
とである。 
 それゆえ、「調査」において、調査者は対
象とするフィールドに簡単にアクセスでき
るわけではない。調査者は調査対象者の社会
にとって常に「よそ者」である以上、ある歴
史を持った社会・文化的文脈の中で、受け入
れ先のホストである研究対象者の社会にお
いて、調査者自身が何らかの居場所を与えら
れることによって、初めて調査が可能になる。 
フィールドの「問わず語りに耳を傾け」、「発
言の出てくる社会生活の文脈」を即座に理解
できるようになるほど、内集団の内側からの
見方（インサイダー・パースペクティヴ）を
習得しなければインタビューは実りあるも
のとならない。（佐藤郁哉『フィールドワー
クの技法』2002 年） 
 エスノメソドロジーの研究者であるサド
ナウ（『病院でつくられる死』）によれば、医
療者が病院という社会組織の一員として、病
院という組織の要請に応えることで組織を
ルーティンに動かしていく時、そこには現場
の医療を自分たちにとって納得の行くもの
として（社会学的に言えば「合理的に」）組
み 立 て て い る 日 常 的 な 実 践 的 な 推 論
（practical reasoning）がある。 
しかし、それは、通常は自明視されている

ために、内部の者にとっては空気のように気
づかれない。インサイダー・パースペクティ
ヴを踏まえた「調査」が明らかにするのは、
そのような日常的な実践的推論、本研究の表
現としては「現場の考え方・感じ方」である。 
 こうした観点から、本研究で行うような質
的調査にとって循環的交流は不可欠の前提
であった。 
 
４．研究成果 
 
 ワークシート調査への回答に共通して見
られたのは、回答者が属する組織の内部の見
地から、つまりインサイダー・パースペクテ



ィヴを通して回答がなされていることであ
る。 
 すなわち、同一の障害児通所支援事業所に
勤務する複数の回答者は、この事業所の日常
的支援活動を背景的文脈として、この事業所
という社会組織の一員（メンバー）として回
答しており、他の回答者も同様に、勤務先で
ある特別支援学校、あるいは普通校を背景的
文脈として、当該社会組織の一員（メンバー）
として回答していることがわかる。 
 たとえば、障害児通所支援事業所の事例で
は、実際の支援活動の一部である学習支援に
携わることもあるが、管理業務をメインとす
る回答者は、将来、行いたいと考えているこ
と・感じていることという設問に対して、「私
が行いたいこと」としては「利用者、家族に
対しながら、その場でニーズを把握し、必要
な支援の方向性を決められること。（下と分
けて考えることはできません）」と回答し、
下の設問である「少し客観的にみて」と同じ
回答をしている。同様に、「私たちが行いた
いこと」という設問に対しては、「できるこ
とは何なのかを共有して、どんな支援をする
にしても常に同じ方向を向いていること。
（下と分けて考えることはできません）」と
回答し、「少し客観的にみて」と同じ回答を
している。この事例では、回答者は自身に課
せられた役割を踏まえて、利用者のニーズ把
握と支援の方向性の決定こそ、自身が行いた
いことであると考え回答したと理解できる。
また「私たち」の欄の回答では、この回答者
も含めた当該事業所のスタッフ全員の観点
から、事業所としてできることと同定された
ことの共有と、支援の方向性の共有を回答と
して挙げたことが理解できる。 
 さらに別の事例をみると、いま、行いたい
と考えていること・感じていることの設問に
対して、「私」としては「授業で生徒の力を
伸ばす。特に社会参加する際の人間関係形成
能力を高める授業を行う。」と回答し、「私た
ち」としては「社会参加する意欲を高める授
業を行う」と回答している。背景的文脈を補
充すると、この回答者は、肢体不自由・病弱
対象の特別支援学校高等部教諭であり、学校
の中での役割として、進路指導部の職場開拓
および高等部卒業後の社会参加の場所の開
拓を担っている。ここから推論されるのは、
進路指導部の一員として社会参加の場所の
開拓を行っているために、「私」の役割とし
て、社会参加のための人間関係形成能力を高
めるという回答が出てきたと理解できる。ま
た学校全体の「私たち」の視点からは、社会
参加の意欲を高める授業の実施という回答
がなされたと理解できる。 
 同じ事例の「いま行うべきと考えているこ
と・感じていること」の設問を取り上げてみ
ると、「私」として「多様な実態のある生徒
すべての充実した社会参加に向けて、保護者
と共に生徒の支援にあたる」と回答しており、
学校内での進路指導部としての役割から、特

に「社会参加」に向けた支援に絞って回答し
ていることがわかる。また「私たち」として
は「学校職員の役割に応じて生徒の社会参加
に向けた取り組みを行う。」と回答し、今度
は組織の中での自分個人の視点から、学校全
体の視点に移行し、それぞれの学校職員へ向
けられていることがわかる。 
 そして、本研究が見るところでは、回収さ
れたいずれの回答についても、回答者が属す
る組織の内部の見地から、つまりインサイダ
ー・パースペクティヴを通して回答がなされ
ている。障害児通所支援事業所のスタッフの
事例では、この事業所での役割に応じて、「現
在」と「将来」にわたって、「私」の「行い
たい」「行いうる」「行うべき」と考え感じて
いることは変化する。そして「私たち」に視
点を変えれば、今度は事業所全体の視点が問
題になってくるのである。同様に、公立の特
別支援学校であれば、「私」の学校での役割
に対応した個別の回答がなされ、「私たち」
の場合には、個別の学校が全体として直面し
ている状況と課題に照らした回答がなされ
ている。 
こうした解釈は、ある意味で当然であると

思われる。なぜなら、先に説明した一般的な
議論にしたがえば、「世界内存在」としての
人間は、自分の携えている意味・習慣・社会
関係・集団への帰属によって自らのあり方を
規定されているからである。今回の調査にお
いては、どのような支援を「私」と「私たち」
が、さまざまなモードにおいて提供可能かを
回答する時に、まず自分が置かれた文脈に照
らして、支援対象者（プラス保護者）と自分
との関係、さらには同僚との個別具体的な諸
関係によって「私」の位置を同定することで
回答し、次に「私たち」という、自分が属す
る組織の観点から回答するという推論手続
きがなされているのである。 
 それに対して、社会福祉の理念（たとえば、
「自己決定」「人間の尊厳」「隣人愛」といっ
た支援原理）は、どこにでも普遍的に当ては
まるという意味で脱文脈化された概念にし
かすぎない。ガーフィンケルが、適切な文脈
の中に位置づけられなければ意味をなさな
い表現をインデックス的表現と言ったよう
に、これらの抽象的な福利理念も組織の日常
的活動の一局面において要請された時に、適
切な表現として参照されるのである。たとえ
ば、このワークシート調査においては、常に
対外的な関係を意識せざるを得ない組織の
責任者である代表理事や理事が、これらの理
念を直接的に参照していることがわかった。 
他方、他の組織のメンバーがこれらの理念

を尊重していないかと言えばそうではない
だろう。むしろ彼らは組織的活動のルーティ
ンの中で、日々彼らに要請される実践に絶え
ず没頭せざるをえないだけなのである。その
意味では、彼らの活動は自分の置かれた状況
と、そして彼らが関係を結んでいる人々との
個別具体的な諸関係によって規定されてい



る。すなわち、こうした理念が実際に息を吹
き込まれるのは、それらが、ある社会組織の
日常的ルーティンの中で、適切な文脈に埋め
込まれ、ある一定の人間関係の中で使用され
る時なのである。 
以上、この調査は、当初、支援に関する

plausible な考え方・感じ方を「現場の理念」
の素型として探ることを目指すものであっ
たが、結果として調査は現場におけるインサ
イダー・パースペクティヴの重要性を明らか
にするものとなった。回答において共通して
重視されているのは支援の様態や人間の本
質などに関する一般的な見方ではなく、支援
に係わる「私たち」や「私」のありようと両
者の関係についての考え方・感じ方であった。 
伝統的支援原理とされてきた理念との関

わりでいえば、 このような考え方・感じ方
は、 例えば理性などを一義的に人間一般の
本質とするような人間の尊厳といった理念
そのものとは親和性が薄いものの、 古代キ
リスト教においてフィランスロピア(人間
愛)が、 類としての人間への拡張を経て、 フ
ィロトプキア(貧者愛)を包含する個へのま
なざしへと展開したことには通じる。すなわ
ち、伝統的支援原理は、人間・私たち・私・
他者などのあるべき姿を（一義的に示すもの
ではなく、むしろ）問い直す理念としてみる
ことができるならば、 その系譜や展開は、 
現場の援助者の支援にかかわる考え方・感じ
方のplausibleなヴァリエーションを捉える
枠組みとなりうることの一端が本研究では
示された。 
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